
 

 

 

 

 

第７次舞鶴市総合計画 

 

基本構想（案） 
 

 

 

 

 

 

 

舞 鶴 市 
  



  

 

目 次 

 

第１編 序論 

第１章 第７次舞鶴市総合計画の策定にあたって・・・・・・・・・・・・1 

  第１節 総合計画策定の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

   第１項 はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

   第２項 策定の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

   第３項 計画の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

   第４項 計画の期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 

   第５項 計画の体系図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 

 

第２章 本市を取り巻く状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

  第１節 本市のあゆみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

   第１項 地域の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

   第２項 古来から海と共に発展・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

   第３項 丹後田辺城築城・城下町として発展・・・・・・・・・・・・4 

   第４項 海軍鎮守府の設置・軍港都として発展・・・・・・・・・・・4 

   第５項 旧軍港市転換法の制定・平和産業港湾都市として発展・・・・4 

   第６項 多様な交流のまち舞鶴・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

   第７項 現在の舞鶴市・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

  第２節 社会情勢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 

第１項 日本の現状と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 

   第２項 本市の現状と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

  第３節 本市の使命と役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

   第１項 日本海側の国際港湾ゲートウェイ拠点・・・・・・・・・・・13 

   第２項 日本海側の国防・海の安全の拠点・・・・・・・・・・・・・13 

   第３項 関西圏のエネルギー供給拠点、リダンダンシー機能・・・・・14 

 

第３章 第７次舞鶴市総合計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

  第１節 第７次舞鶴市総合計画について・・・・・・・・・・・・・・・15 

   第１項 基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

   第２項 目指すべき将来のまちの姿・・・・・・・・・・・・・・・・15 

  



  

 

第２編 まちづくり戦略 

第１章 まちづくりの方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

  第１節 都市像・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

  第２節 基本理念・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

第３節 まちづくり戦略・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

  第１項 希望がもてるまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

   第２項 安全で安心なまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

   第３項 魅力あるまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

  第４節 市政運営の基本姿勢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

第５節 各主体に寄せる期待・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

第６節 計画の推進に向けて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 

 

 



  

1 

第１編 序論 

第１章 第７次舞鶴市総合計画の策定にあたって 

第１節 総合計画策定の趣旨 

（１）はじめに 

日本では、平成 19年以降連続して、産まれてくる人の数よりも亡くなる人の数の方が多

くなり、すでに４人に１人が高齢者（65 歳以上）という社会に突入しました。加えて、子

どもの数が減っていることに伴い、今後も人口は減少すると言われています。 

舞鶴市でも人口減少と少子高齢化は同様に進み、これからのまちづくりは、将来のまち

の姿がどうなるのかをよく見据えた上で取り組んでいかなければなりません。 

例えば、事業活動や土地・家屋の相続など、様々な分野において表面化すると言われる

後継者・担い手不足への対応や、高度成長期に建設され、今後続々と更新時期を迎える公

共施設等の再配置についても、将来を見据えながら具体的な検討をしなければなりません。 

こうした社会課題に適切に対応していく上で、変わらず大切にすべきことは、このまち

に住む人がいつまでも健康で心豊かに暮らせること、そして、夢と希望を叶え、このまち

をよりよい形で次の世代に継承していくことです。 

それを実現するため、このまちに暮らす人はどうすれば未来に夢と希望をもち、心豊か

になれるのか、どうすれば地域や事業者は元気に活動を行うことができるのか、というこ

とを市民一人ひとりが自らの問題として捉え、共に考え、共に行動に移し、このまちに住

む人とまちが輝くまちづくりを進めていきたいと考えています。 

 

（２）策定の趣旨 

総合計画は、市政を推進していくための最も上位に位置付けられる計画であり、本市の

総合的、計画的なまちづくりの指針となります。 

2011（平成 23）年に策定した第６次舞鶴市総合計画（新たな舞鶴市総合計画）では、後

期実行計画において「交流人口 300 万人・経済人口 10 万人」都市・舞鶴を目指す数値目標

を掲げ、国の地方創生とも連動した地域活性化の取組を行ってきました。 

国においては、2015（平成 27）年の国勢調査で明らかになったように、本格的な人口減

少社会に突入し、地方においては、少子化・高齢化をはじめ、地域経済の停滞、地域コミ

ュニティの弱体化など、自治体を取り巻く環境が大きく変化しています。 

この第７次舞鶴市総合計画は、これらの急速な時代の変化に対応し、“持続可能なまちづ

くり”を進めるための新たな目標と発展の方向性を明らかにします。 

同時にこの計画は、本市の市是「平和産業港湾都市」の建設を目指す、旧軍港市転換法

（昭和 25年法律第 220 号）に基づく舞鶴市転換計画とします。 

 

（３）計画の構成 

本計画は、まちづくりの基本目標や戦略などの基本的な考え方を明らかにする「基本構

想」と、基本構想を実現するための具体的な施策や事業を示す「実行計画」で構成する２

層制とします。 
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（４）計画の期間 

基本構想の期間は、2019（令和元）年度から 2026（令和８）年度までの８年間とし、後

期実行計画の期間は、2023（令和 5）年度から 2026（令和８）年度までの４年間とします。 

年度 
2019 

(令和元) 

2020 

（令和２） 

2021 

（令和３） 

2022 

（令和４） 

2023 

（令和５） 

2024 

（令和６） 

2025 

（令和７） 

2026 

（令和８） 

基本構想 2019 年４月～2027 年３月 

実行計画 
前 期 

2019 年４月～2023 年３月 

後 期 

2023 年７月～2027 年３月 
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（５）計画の体系図 
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まちづくり戦略 市政運営の基本姿勢
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市民の期待に応える市役所運営 
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第２章 本市を取り巻く状況 

第１節 本市のあゆみ 

（１）地域の概要 

本市の総面積は 342.13 ㎢、人口は 2015（平成 27）年 10 月１日現在で 83,990 人。本州

日本海側のほぼ中央部、日本海が最も湾入した京都府北東部に位置し、自然の地形に恵ま

れた天然の良港を有し、古来より海と港を核として歩んできました。 

 

（２）古来から海と共に発展 

本市は、浦入遺跡から出土した約 5,300 年前の大型丸木舟に象徴されるように、古くか

ら海を介して、広い範囲の交流をしながら、人々の暮らしが営まれてきました。 

 

（３）丹後国田辺城築城・城下町として発展 

戦国時代末期に入ると細川藤孝（幽斎）・忠興親子が丹後国一円を支配し、宮津城の支城

として田辺城を築城して城下町をつくりました。その後、関ヶ原の戦いの前哨戦である「田

辺籠城」を経て、京極氏の治世の中で領国は３つに分けられ、田辺藩、宮津藩、峰山藩が

成立しました。 

江戸時代には、田辺のまち（現在の西地区中心部）は 200 年以上にわたり牧野氏の領国

となり、田辺藩の城下町として栄えるとともに、港は海運の拠点として発達しました。そ

の中で、芸屋台など城下町固有の民衆文化が生み出されました。 

田辺藩は、1869（明治２）年に城の別称を採用して舞鶴藩と改称し、この時に地名とし

て、舞鶴の名前が誕生しました。その後舞鶴藩は、舞鶴県、豊岡県を経て、1876（明治９）

年に京都府に合併されました。 

1889（明治 22）年には、町村制施行とともに旧城下町である西地区は舞鶴町となり、そ

の後、近村を合併して、1938（昭和 13）年、旧舞鶴市制を施行しました。 

 

（４）海軍鎮守府の設置・軍港都として発展 

東・中地区では、1901（明治 34）年の海軍鎮守府開庁に先駆けて、計画的な都市づくり

が進められ、市街地が形成されました。 

中地区は、鎮守府・海軍工廠等の中枢施設が設置され、1902（明治 35）年に余部町（1919

年に中舞鶴町と改称）として出発し、東地区の市街地は 1906（明治 39）年に新舞鶴町とな

り、1938（昭和 13）年に両町及び近村が合併して東舞鶴市制を施行しました。 

太平洋戦争の局面悪化につれ、戦力増強のため、工廠工場をはじめとする海軍施設が、

東舞鶴市から旧舞鶴市に拡大されるに至り、海軍当局からは、両市が一体となった大軍港

都建設が強く要請され、1943（昭和 18）年５月に両市が合併し、現在の舞鶴市が誕生しま

した。 

 

（５）旧軍港市転換法の制定・平和産業港湾都市として発展 

1945（昭和 20）年の戦争終結により、鎮守府や海軍工廠は廃止・解体され、本市は海外



  

5 

からの邦人引揚港としての役割を果たすとともに、1950（昭和 25）年、住民投票を経て制

定された旧軍港市転換法に基づき、旧軍用施設を公共施設や民間施設などに転換する道が

開かれました。これにより、市民生活の向上と産業活動の振興が図られ、都市基盤が確立

するなど今日の発展の基礎が形成されました。 

1951（昭和 26）年には、舞鶴港が重要港湾に指定され、近畿北部の港湾流通の拠点とし

てその機能を発揮し、臨海部への工場立地が進みました。 

さらに、1948（昭和 23）年には舞鶴海上保安本部（現第八管区海上保安本部）が、1952

（昭和 27）年には保安庁警備隊舞鶴地方隊（現海上自衛隊舞鶴地方総監部等）が設置され、

海の安全、国防の拠点の礎が築かれました。 

また、1957（昭和 32）年には加佐町を編入し、現在の市域となりました。 

 

（６）多様な交流のまち舞鶴 

舞鶴港は、1958（昭和 33）年に旧ソ連（現ロシア連邦）・ナホトカとの定期航路の寄港地

に指定されたほか、1970（昭和 45）年に北海道・小樽とのフェリー航路、1990（平成２）

年には韓国・釜山とのコンテナ定期航路が開設、1995（平成７）年には舞鶴港輸入促進地

域（FAZ）の指定、1999（平成 11）年には中国・大連・青島との定期航路が開設されました。 

また、1993（平成５）年に国内物流の拠点となる前島ふ頭が竣工したほか、2010（平成

22）年４月には、５万トン級の貨物船が接岸可能な舞鶴国際ふ頭が一部供用を開始し、2018

（平成 30年）４月の機能強化工事の完了により、コンテナ船とバルク船（ばら積み貨物船）

の２隻同時着岸による荷役作業や 16 万トン級の大型クルーズ船の着岸も可能となるなど、

東アジア圏域との国際物流・人流の拠点として、機能拡大が図られています。 

一方、国際交流においては、1961（昭和 36）年に旧ソ連・ナホトカ市と姉妹都市提携、

1982（昭和 57）年に中国・大連市と友好都市提携、1998（平成 10）年には、英国・ポーツ

マス市と姉妹都市提携を実現し、市民交流や経済交流を進めています。 

また本市は、2016（平成 28）年に、2020 年東京オリンピック・パラリンピックにおける

ウズベキスタン共和国のホストタウンに登録され、選手団の直前合宿誘致を契機に文化・

スポーツ・経済など様々な面で交流を進めています。 

 

（７）現在の舞鶴市 

2011（平成 23）年に、京都舞鶴港が日本海側拠点港に選定され、国内外からのクルーズ

客船の寄港地として定着するとともに、東アジア諸国との貿易港として、人流・物流が拡

大しています。 

また、2012（平成 24）年には、本市の観光戦略拠点である赤れんがパークがグランドオ

ープンし、「赤れんが」「海・港」を本市の観光ブランドイメージに位置付け、様々な観光

施策を展開。2015（平成 27）年には、舞鶴引揚記念館の収蔵資料がユネスコ世界記憶遺産

に登録されています。2016（平成 28）年には、旧軍港四市（舞鶴市、横須賀市、呉市、佐

世保市）の近代化のストーリーが日本遺産に認定され、さらに 2017（平成 29）年には「舞

鶴の海軍施設と都市計画」が、日本イコモス国内委員会による「日本の 20 世紀遺産 20 選」
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の認定を受けました。 

2014（平成 26）年の舞鶴若狭自動車道全線開通、2015（平成 27）年の京都縦貫自動車道

全線開通の効果により、本市へ訪れる観光客やビジネス客は大幅に増加しています。 

一方、国全体が本格的な人口減少社会に突入する中、本市においても、人口減少、少子

高齢化が進展し、特に若年層の人口流出が顕著となっており、将来における雇用労働者の

確保や、中心市街地の空洞化、地域コミュニティの弱体化などが課題となっており、今後

さらに急速な時代の変化が予測される中で、“持続可能なまちづくり”の推進が求められて

います。 
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第２節 社会情勢 

（１）日本の現状と課題 

①人口減少の現状 

日本は、少子高齢化が急速に進展し、2008（平成 20）年をピーク（１億 2,808 万４千人）

に総人口が減少に転じて、人口減少時代を迎えています。2015（平成 27）年の国勢調査で

は、総人口は１億 2,709 万５千人で、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によると、

2053 年の日本の総人口は１億人を下回ることが予測されています。 

人口構成については、2015（平成 27）年の国勢調査で、15 歳未満人口は 1,588 万６千

人（総人口の 12.6％）、15～64 歳人口は 7,628 万８千人（同 60.7％）、65 歳以上人口は

3,346 万５千人（同 26.6％）となり、総人口に占める 15 歳未満人口の割合は世界で最も低

く、65 歳以上人口の割合は世界で最も高い水準となっており、日本の少子高齢化は、今後

も世界的にみても早いスピードでの進行が予想されています。 

また、一人の女性が 15 歳から 49 歳までに産む子どもの数の平均を示す「合計特殊出生

率（※）」は、2005（平成 17）年に最低の 1.26 を記録した後、2015（平成 27）年には 1.45

まで上昇しましたが、その後は微減傾向になっています。年間の出生数についても、2016

（平成 28）年に 97 万７千人となり、1899（明治 32）年の統計開始以降初めて 100 万人を

割り込み、2017（平成 29）年には 94 万６千人となっています。 

※人口が増加も減少もしない均衡した状態となる合計特殊出生率（人口置換水準）は、現在の日本

では 2.07 とされる（国立社会保障・人口問題研究所より） 

 

■年齢区分別人口の推移と予測（全国） 

 
 

出典：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所推計 
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※内訳の合計が総数と異なるのは年齢不詳者の数による。 
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■年齢区分別人口割合の推移と予測（全国） 

 
出典：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所推計 

 

②人口の東京圏一極集中 

2015（平成 27）年の国勢調査で、都道府県別の人口が最も多かったのは東京都（1,351

万５千人）で、 神奈川県、埼玉県、千葉県を合わせた東京圏の人口は 3,613 万人となり、

全国の４分の１以上（28.4％）を占めています。大阪圏（大阪府、京都府、兵庫県及び奈

良県）や名古屋圏（愛知県、岐阜県及び三重県）が、2017（平成 29）年に５年連続の転出

超過を記録している中、東京圏は 22 年連続の転入超過を記録しています。 

東京圏への転入超過数の大半は若年層であり、2017（平成 29）年は、15～19 歳（２万７

千人）と 20～29 歳（９万１千人）を合わせて 11 万人を超える転入超過となっており、現

在も増加傾向となっています。 

 

■都道府県別人口（2015 年国勢調査） 
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③人口減少・少子高齢化、東京一極集中に対応する国の動き 

2008（平成 20）年に始まった人口減少が、将来においても加速度的に進むことが予想さ

れている中、国においては、2060 年に１億人程度の人口を確保することを目標に、東京一

極集中の是正、若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現、地域の特性に即した地域課

題の解決を目指す「地方創生」や、経済・社会・環境に関わる諸課題の解決に統合的に取

り組むことで、持続可能な発展をもたらし、誰一人取り残さない社会を目指す「ＳＤＧｓ（※

1）」を推進しています。 

また、近年さらなる発展を遂げ、第４次産業革命と呼ばれるＩoＴ（※2）やＡＩ（人工知能）、

ロボットや自動走行車などの新技術は、少子高齢化や地方の過疎化、貧富の格差といった

課題の克服に期待されており、国においては、こうした技術を社会に積極的に導入するこ

とにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する新たな社会（Society 5.0）の実現を目

指すことが示されています。 

さらに、今後の人口減少や少子高齢社会にあっても、人々の暮らしを支えるサービスを

持続可能な形で提供していくことが必要であり、これまで各自治体が単独で公共施設等を

揃えるといった「フルセット行政」から脱却し、市町村間や圏域単位で連携することによ

り都市機能等を維持確保していくことで、市町村が基礎自治体としての役割を持続可能な

形で果たしていけるようにすることが検討されています。 

※1 ＳＤＧｓ…2015 年９月の国連サミットで採択された 2030 年までを期限とする国際目標。持続

可能な社会実現のため、産業やエネルギー、福祉、教育、平和などそれぞれの分野で達成すべ

き 17 の目標が掲げられている。 

※2 ＩoＴ…Internet of Things の略。あらゆる物がインターネットを通じてつながることによって

実現する新たなサービスやビジネスモデルのこと。  
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（２）本市の現状と課題 

本市の人口は 1985（昭和 60）年の９万 8,775 人をピークに徐々に減少し、2015（平成 27）

年では８万 3,990 人となっています。 

  また、これまで１年間に生まれてくる子どもの数は概ね 700～800 人を推移していました

が、近年では 600 人近くまで減少していることから、このまま何もしなければ、本市の人

口は 2020 年には８万人を下回り（約７万９千人）、2025 年には約７万３千人、2045 年には

５万３千人になるとも言われています。（国立社会保障・人口問題研究所推計） 

人口構成においては、年少人口（０～14 歳）と生産年齢人口（15～64 歳）の比率が減少

し、老年人口（65 歳以上）の比率の増加が予測されています。生産年齢人口の減少が意味

するところは、様々な分野における担い手や後継者等の不足が課題になるとともに、平均

給与額が高い 40代、50代の減少は、市民税が市税の基幹的税目となっている本市において、

さらなる税収減少にも影響することになります。 

また、65 歳以上の高齢者比率はさらに上昇し、2040 年には２人に１人が 65 歳以上にな

ると推測されています。これら少子高齢化の進展など人口構造の変化への対応に伴う扶助

費（※）の増加は、財政の硬直化を招くことから、効率的・効果的な行財政運営を行うことが

求められます。 

人口減少は日本全体で進行していることであり、本市においても例外ではありません。

特に出生数の減少や現在の人口構成からも当面の間、人口減少が続きます。 

しかしながら、人口減少をいたずらに悲観するのではなく、生産年齢人口の減少や少子

高齢化が進むことによって予測される社会課題に目を背けず、これから地域で取り組むべ

きことは何なのかを、市民一人ひとりが認識し、地域が一丸となってまちづくりを行い、

このまちを少しでもよりよい形にして次世代へ継承していくことが重要です。 

※扶助費…社会保障制度の一環として、高齢者や児童、心身障害者等に対して行っているさまざまな福祉

サービスに要する経費。任意に節減できない硬直性の強い経費として義務的経費に分類される。 

 

■舞鶴市の年齢区分別人口の推移と予測 
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※2015 年は「年齢・国籍不詳をあん分した人口」による。 

出典：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所推計 
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■舞鶴市の年齢区分別人口割合の推移と予測 

 
出典：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所推計 

 

■舞鶴市の人口動態推移 
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■舞鶴市の人口ピラミッド 

 

 

 

 

 

 

  

出典：国勢調査 

出典：国立社会保障・人口問題研究所推計 

※「年齢・国籍不詳をあん分した人口」による。 
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 第３節 本市の使命と役割 

（１）日本海側の国際港湾ゲートウェイ拠点 

本市は、2011（平成 23）年 11 月に「国際海上コンテナ」、「国際フェリー・ＲＯＲＯ船
（※）」、「外航クルーズ」の３つの機能において、日本海側拠点港に選定された近畿日本海

側で唯一の重要港湾である「京都舞鶴港」を擁する北近畿の中核都市です。 

今日、舞鶴若狭自動車道や京都縦貫自動車道などの高速道路ネットワーク全線開通に

よる京阪神、中京圏、北陸圏等とのアクセス向上と、港湾施設の整備促進等による京都

舞鶴港の機能強化が図られる中、国や京都府との強固な連携による港湾振興を推し進め、

日露韓を結ぶ国際フェリー航路が開設したほか、コンテナ貨物取扱量、大型クルーズ客

船の寄港数ともに飛躍的に増加する等、物流・人流の関西経済圏の日本海側ゲートウェ

イとしての機能強化が進んでいます。 

※ＲＯＲＯ船…自動車、トレーラー、フォークリフトなど貨物を積んだ車両をそのまま運ぶこと

ができる船舶のこと。 

 

 

 

 

 

 

（２）日本海側の国防・海の安全の拠点 

本市は、海上自衛隊舞鶴地方隊をはじめ、日本海側唯一の海上自衛隊航空基地が所在

するなど、日本海側の海上自衛隊の最重要拠点であるとともに、福井県から島根県に至

る西部日本海を担任する第八管区海上保安本部、舞鶴海上保安部、次代を担う海上保安

官を育成する海上保安学校など、海上安全の拠点が立地。全国で唯一、海上自衛隊総監

部と海上保安庁管区本部が所在する自治体となっています。 

日本海側拠点港及び拠点化形成促進港位置図 
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また、災害に強い京都舞鶴港における国防、海の安全の拠点の集積により、南海トラ

フ地震等、太平洋側での大規模災害発生時において重要な災害支援拠点となる地域です。 

 

 

 

 

 

（３）関西圏のエネルギー供給拠点、リダンダンシー機能（※） 

本市には、約 400 万世帯に電力を供給する関西電力舞鶴発電所（火力）が立地すると

ともに、隣接する高浜町には高浜発電所（原子力）が所在しており、関西経済圏を支え

る一大エネルギー拠点となっています。 

今後、南海トラフ地震や首都直下地震など、大規模地震発生が懸念される中、高いリ

ダンダンシー機能を備える本エリアの幅広い役割は、一層重要なものとなっています。 

  ※リダンダンシー…自然災害等の発生時に、一部地域の被害が全体の機能不全につながらないよ

うに、あらかじめ交通ネットワークやライフライン施設を多重化するなど、予備の手段が用意

されている様な性質を示す。 

 

  

海上自衛隊地方隊の警備区域 海上保安本部管区本部等配置図 
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第３章 第７次舞鶴市総合計画 

第１節 第７次舞鶴市総合計画について 

（１）基本的な考え方 

  本市の豊かな自然、歴史・文化、特色ある教育、充実した子育て環境など、この地域

にしかない魅力を最大限に活かし、都会では味わうことのできない環境の中で、共に助

け合う地域コミュニティを醸成し、市民一人ひとりが夢や希望を叶えることのできる「希

望がもてるまちづくり」を目指します。 

  また、市民が安心して暮らせるよう、近年多発する災害等の危機事象に対応し、将来

を見据えた機能的で利便性の高い都市基盤づくりに努めるとともに、誰もが健康でいき

いきと安心して暮らせる「安全で安心なまちづくり」を進めます。 

  こうした市民生活を支えるため、本市最大の資源である「海・港」を活かした産業の

振興、人流・物流の拡大や、全国に誇れる農林水産物や地元産業、観光関連産業の活性

化を図り、地域経済の安定・活性化に努めるとともに、本市が有する歴史と文化を生か

し、郷土愛の醸成を図るなど、「魅力あるまちづくり」に取り組みます。 

 

（２）目指すべき将来のまちの姿 

  ①未来に希望がもてる活力あるまち 

   長期にわたる新型コロナウイルス感染症の影響や国際情勢が不安定になる中、誰もが

夢や希望をもてるよう、本市が有する人の知恵と力を最大限に活かし、新たな時代に向

けた舞鶴を創造することにより、子どもたちが未来に夢と希望をもてるまちの実現を目

指します。 

 

  ②市民（事業所）が元気なまち 

   まちの主役である市民（事業所）のチャレンジを応援し、地域の元気に結びつくまち

づくりを促進します。 

 

  ③住み続けたいと思えるまち、人が集う魅力あるまち 

地域への愛着や誇りを醸成し、この地域で産み（生まれ）、育て（育ち）、学び、働く

サイクルをつくる（定住人口の減少抑制）とともに、本市の魅力を広くＰＲすることで、

舞鶴を訪れる人（交流人口）、舞鶴に移り住む人（移住人口）、舞鶴に住んでいなくても、

この地域を想い、行動する人（関係人口）の増加を図ります。 

 

  ④新たな技術を導入した未来型のスマートなまち 

ＡＩ（人工知能）やＩＣＴ（情報通信技術）といった先端技術を積極的に導入し、日

常生活や都市機能における効率性、利便性の向上のみならず、高齢者や女性の社会参画

を促す一助とし、人口減少社会における課題解決に向けた取組を実践します。 

あわせて、環境負荷の少ない再生可能エネルギーの導入やエネルギー基地の形成、エ

ネルギーの地産地消を促進し、社会と環境と経済が調和した持続可能なまちづくり（舞
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鶴版ＳＤＧｓ）を推進します。 

 

  ⑤多様な連携のもと、持てる資源を効果的に活用するまち 

    産官学金労言（※）等の各界各層との多様な連携や、民間の資金やノウハウを積極的に

取り入れる官民連携を推進するとともに、京都府北部５市２町などの広域連携により、

圏域全体で「地域循環型の経済成長」、「高次都市機能の確保」を目指します。 

  ※産官学金労言…産業界、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、メディアのこと。 
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第２編 まちづくり戦略 

第１章 まちづくりの方針 

第１節 都市像 

   

『 ひと・まちが輝く 未来創造・港湾都市 ＭＡＩＺＵＲＵ 』 

 

市民と行政が、共に未来に向けた「ひとづくり」「まちづくり」に取り組み、“ひと・ま

ち”が輝き続ける「未来を拓くまち」を目指します。 

 また、日本海側における重要な国際港湾・交流都市として、本市が担う使命・役割を果

たしていきます。 

 

 

第２節 基本理念 

   基本構想の根底に流れる基本的な考え方として、次のとおりまちづくりの基本理念を

掲げます。 

 

次代を担う若者や子どもたちに夢と希望を お年寄りには感謝を 

～未来に希望がもてる活力あるまちを目指して～ 

 

   将来、まちの担い手となる若者や子どもたちの郷土愛を育み、子どもたちが夢や希望

を持ち、その夢をこのまちで叶えることができる環境づくりを進めるとともに、私たち

を育て、このまちを築き上げてこられた世代の皆様には、敬意と謝意を表することはも

ちろんのこと、知恵と経験を活かして、生きがいを持って社会で活躍し、住みなれた地

域でいつまでも安心して暮らせるまちを目指します。 

  

 

第３節 まちづくり戦略 

 目指す「都市像」の実現に向け、次の３つをまちづくり戦略として掲げます。 

 

（１）希望がもてるまちづくり 

   本市の豊かな自然、特色ある教育、充実した子育て環境などの地域資源を最大限に活

かし、未来に希望がもてるまちづくりを進めます。 

 特に、市民の価値観やライフスタイルが多様化し、少子高齢化により地域の姿が変化

する中、住んでみたい、住み続けたいと思える地域を創造するため、地域コミュニティ

の充実を促進し、市民や多様な団体が共に助け合う、元気なまちづくりを進めます。 

 また、子ども一人ひとりが尊重され、豊かな育ちが実感できる環境づくりや、子ども

の健やかな成長を社会全体で支える環境づくりを推進するとともに、夢を育み、夢に向

かって、自らの将来を切り拓き、力強く生き抜く力を身に付ける質の高い教育環境づく
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りに努めます。 

 さらに、生涯にわたる学習活動や社会参加活動を通じた、心の豊かさや生きがいの充

足機会の創出、市民一人ひとりがお互いの人権や個性を尊重する地域社会の構築に取り

組みます。この地域で産み（生まれ）、育て（育ち）、学び、働き、そして未来に希望が

もてると感じてもらえる取組を強化・推進していきます。 

 

 （２）安全で安心なまちづくり 

   急速に進行する人口減少や少子高齢化、また局地化・複雑化する危機事象への対応な

ど、今日的な社会課題に柔軟に対応しながら、安全で安心な都市基盤の形成に努めると

ともに、いつまでも健康で生きがいを感じ、安心して豊かな生活を営むことができるま

ちづくりに努めます。 

また、市民一人ひとりが持てる力を生かして活躍できる環境はもとより、誰もが身近

な地域で支え合いながら暮らせる環境づくりに努めます。 

 

 （３）魅力あるまちづくり 

本市では、日本海側の拠点である「京都舞鶴港」を有しており、港の機能強化が進み、

高速道路ネットワーク網が整備される中、関西経済圏と北東アジア地域の中心に位置す

る本市が果たす役割は、ますます拡大しています。 

 本市最大の地域資源である「海・港」を生かした産業の振興、国内外とのさらなる

人流・物流の拡大を図ることはもとより、地域で長年にわたり培われてきた商工業の基

盤を一層揺るぎないものにするとともに、全国に誇れる農林水産業や観光関連サービス

などの産業の高付加価値化、さらなるブランド力の向上を目指し、地域経済の安定、活

性化を推し進めます。また、本市が有する歴史と文化を生かし、郷土愛の醸成を図るな

ど、「魅力あるまちづくり」に取り組み、若者が「舞鶴で好きな仕事を見つけ住み続けた

い」、「一旦外に出ても戻ってきて舞鶴で働きたい」と思える環境を目指します。 

 

 

第４節 市政運営の基本姿勢 

 「まちづくり戦略」を実現していくにあたり、市は以下の基本姿勢で市政運営に取り組

みます。 

 ①市民と共に進めるまちづくり 

 ②持続可能なまちづくり 

 ③市民の期待に応える市役所運営 

  

 

第５節 各主体に寄せる期待 

  将来の都市像として示した「ひと・まちが輝く 未来創造・港湾都市 MAIZURU」の実現に

向け、本市を構成する各主体に、まちづくりに取り組む上で期待する役割分担を定めます。 
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  ①各主体の役割 

  【市民】 

  地方自治の主役であるという認識のもと、一人ひとりが互いに助け合い、家族の幸

せ、市民全体の幸せについて主体的に考えるとともに、公共的活動に積極的に関わり

を持つなど、自立と互助の精神に基づいて行動します。 

 

  【事業者】 

    舞鶴市の一員であるという認識の下、誠実な企業活動や教育・研究活動により、良

質な商品、サービスなど様々な価値を創造するとともに、知識・技術を活用できる人

材の育成に努めます。 

    従業者等のワーク・ライフ・バランスに配慮しつつ、自らも公共的活動に協力し、

積極的な社会貢献活動を通して、地域社会との信頼関係や協力関係を深めていきます。 

 

  【行政】 

    市民の負託を受けた公共の担い手として、多様な主体の意志や活動に基づく自治の

実践と自治能力のさらなる向上に努め、市民と共に歩む市政運営に取り組みます。 

    きめ細やかな行政サービスや新たな行政課題、市民ニーズに対し、効果的・効率的

な取り組みを徹底し、市民満足の向上を図ります。 

 

 

第６節 計画の推進に向けて 

第７次舞鶴市総合計画の実現と計画的な推進に向け、毎年度進捗管理を行い、その進

捗状況を公表します。 

また、時代の変化等により新たな課題が発生した場合においては、事業の実施手法の

見直しを含め柔軟に対応しながら、計画を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


